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課税事業者に切り替え免税事業者を継続

〇対応×非対応インボイス制度

・取引先は課税事業者が多い
・今後事業拡大していきたい

・売上先は事業者ではない個人事業主が多い
・取引先は免税事業者が多い

こんな人に
おすすめ

・取引先の仕入税額控除の対象になるので、安定的に取引でき
る
・納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間受け
られる

・今までどおり消費税を納税する必要はない
・売上が下がらなければ収入を維持できる

メリット

・消費税の納税義務が発生する分、手取りが減る
・インボイスは従来の請求書より記載項目が増えるため、経理
が複雑になる

・仕入税額控除の対象にならず、取引先から消費税分の値
引きを要求される可能性がある
・課税事業者（適格請求書発行事業者）との競合に負ける
可能性がある

デメリット


